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町で行った入札において、契約額が500万円以上の
ものについてお知らせします。

■特環下水道管渠築造工事（目名潟地区）

契約金額  10,084,200円（落札率94.9％）
契約業者  高田住宅工業株式会社 

入札結果をお知らせします

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料の納付について
～来年度から､「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択制となります～

　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料につきまして、年金からのお支払いになっている方は、平成

21年４月以降の納付分から口座振替に変更できるようになります。今月中にお申出いただきますと、４月分

の年金から、２月以降の場合は６月以降からのお支払いが中止になります。

ご注意
いただきたいこと
（手続きの手順）

1役場八森庁舎又は塙川出張所で「保険料納付方法変更申出書」を記入・提出して
いただきます。

2金融機関で口座振替の手続きをしていただきます。振替口座の預金通帳、通帳
のお届け印、長寿医療制度の保険証等をご持参いただくようお願いします。

※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方
に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合が
あります。

■問合せ先　福祉保健課保険年金係（八森庁舎TEL77-2111）

灯油購入費助成金の
申請を受け付けます
助成を受けられる世帯

　平成21年１月１日現在で八峰町に住民登録があ

り、平成20年度の町民税が非課税で次のいずれか

の条件に該当する世帯。

※福祉施設入所者や長期入院者のみの世帯は対象外

【高齢者世帯】　70歳以上の方だけで構成される世帯

【重度障害者世帯】
●療育手帳A判定を持つ方が同居している世帯
●１級～２級の身体障害者手帳を持つ方が同居して

いる世帯
●精神保健福祉手帳1級を持つ方が同居している世帯

　町では、高齢者世帯や障害者世帯、ひとり親世帯などを対
象に、灯油購入費の一部として５千円を助成します。対象と
なる世帯には、１月19日㈪までに申請書を送付しますので、
期限までに申請手続きを行ってください。

●要介護3以上の方が同居している世帯

【ひとり親世帯】
●19歳未満の子を養育する父子家庭または母子家庭

の属する世帯
●父母のいない19歳未満の児童を養育している世帯

【生活保護世帯】
●生活保護を受給している世帯
●申請期限　平成21年１月31日
●申請方法　役場福祉保健課、峰栄館、塙川出張所ま

で申請書を提出してください。

※該当する世帯に直接、申請書を発送しますが、上記要件を満たす方で１月19日を過ぎても通知
がないときは下記までお問い合わせください。

■問合せ先　福祉保健課福祉係（八森庁舎TEL77-2111）

八峰町八森字中浜　TEL 77-2323・FAX 77-2324

お問い合わせは
お気軽にどうぞ！

Panasonic

●電池10年タイプ　●SH-4500・SH-40008

八峰町全域配達は無料です。この機会にぜひお取付けを！
【H21年２月28日まで】

火災警報器のみ　￥2,980（税込み）
取付け料込　　　￥3,300（税込み）

火災警報器を設置しましたか？
既に建っている住宅は平成23年５月31日までに設置が義務付けられています。


